
- 1 -

■ 2023.10.25 No262
発行 双葉地方原発反対同盟 責任者 石丸小四郎

970－ 8026 いわき市平童子町３－ 6 Ⅱ 903

TEL・FAX 0246-25-7737 携帯 090-4477-1641

Ｅ-mil：ishimaru19430106@gmail. com ブログ「石丸日記」

東電元経営陣３名の強制起訴された刑事裁判が、いよいよ最高裁での闘いが始まる。そこで 10 月１
日にキックオフ東京集会、同７日には福島市で開催し「目的・目標・スケジュール」などを確認した。

東京集会は（資料１）の武

藤類子福島原発告訴団長の

挨拶で始まった。

「今年１月、東京高裁の

呆れ果てるような酷い判決

だった。少し落ち込んたが

９月 13 日、指定弁護士の皆
さんが半年以上かけて『上

告趣意書』※が出

され、いよいよ最

高裁判所で始まる。

その決意を新たに

してのぞみたい」

と話された。

河合弁護士から

は「私たちの裁判

の目的は“日本か

ら原発を無くす”

ことに尽きる！」

と元気の出る挨拶

があった。

海渡弁護士は「東

電刑事裁判を始め

て 10 年以上にな
る。しかし「右資料」

のように、なかな

か勝てない！我々

はズッと負け続け

て来たように思う。

しかし、負け続けたわけではない。その中でも『東

電株主代表訴訟』は素晴ら

しい勝訴だった。この裁判

は、私たちと“双子”のよ

うな裁判だった。同じ証拠

のもとで一方は元役員に約

13 兆円支払え‥一方は無
罪‥これは民事と刑事など

の違いでは説明付かない。

裁判官の覚悟、権力

から独立しているか

否かである。我々は

何としても“逆転勝

訴を目指すんだ”の

決意が大切である。

ここに『上告趣意書』

がある。これまで指

定弁護士が書かれた

ものと私、被害者代

理人との微妙な差異

があったけれど、我

々の思いと一致して

いる中身だった」と

話され逆転勝訴を確

信できる内容だっ

た！

以降、出席者の皆

さんから闘いの決意

が話され、福島市の

会場に引き継がれた

「キックオフ集会」であった。

2023 東電刑事裁判

最高裁に向けて東京・福島でキックオフ集会！

（資料１） 武藤類子福島原発告訴団の団長の挨拶

東電刑事裁判関連年表 （注１）

・2002.7.31 ・政府の地震調査推進本部が日本海溝沿いで 30 年以内
にＭ８クラスの津波地震が 20％の確率で起こると予測。

・2008.2.16 ・東電御前会議で上記津波（概算 7.7 ㍍＋α）予測を山
下中越起地震対策センター長が提案し了承されたことを

「第一審判決」では、その事実を認定しなかった。

・2008.6.10 ・東電原子力設備管理部が最大 15.7 ㍍の津波計算結果
と対策工事の概要を武藤副社長に報告、同副社長は宿題

をだし議論継続を続行する。

・2008.7.31 ・武藤副社長は津波対策を保留し、時間をかけて「土木
学会」に津波の検討を依頼する方針を指示する。

・2008.3. 9 ・大津波を警告する長期評価（第 2版）が「地震調委員
会」で承認され公表予定でだった。

・2011.3.11 ・東日本大震災 福島第一原発事故発生。

・2015.1 ・事件が東京地検で東電経営陣 3人不起訴処分。
・2015.7.31 ・検察審議会３人を「起訴すべき」と２回目の議決。
・2019.9.19 ・第 38回公判で被告３人を無罪判決。
・2022.7.13 ・東電株主代表訴訟 被告らに約 13兆の賠償命じる。
・2023.1.18 ・高等裁判所判決で被告３人に無罪判決。
・2023.1.24 ・最高裁に上告 同９月「上告趣意書」を提出。

※「上告趣意書」～高等裁判所の判決が不当であることを一定の期間

に細かく記載することが求められている。
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私たちは「汚染水を海洋放出されてはならない！」と訴えてきた。それは「ALPS 多核種除去設備」
で放射能を取り去ることなど出来ないからだ！この装置は“まがい物”そのものであるからである。

A ～東電は約半世紀“嘘と詭弁”だけで今日の
事態をもたらした…疑いを持つことが習性であっ

たように思える！事故から２年目に開催された第

一原発廃炉を監視する「第５回原子力施設監視・

評価検討会」（2013.3.１）開催の「資料１ー２」

の（資料２）を見ていたら「多核種除去設備の運

転に対する評価について（案）」が目に入った。

１．多核種除去設備の必要性ついて‥とは？

・その内容は（資料３）に有るように「ALPS の運
転の有無による管理する放射性物質の性状変化」

があった。

・右上の左が「ALPS を運転しない場合の汚染水
の総量約 230.000m3」右は「ALPS を運転する場合
の処理済水の総量は約 227.000m3」で、その差は

3.000m3 でしかない！

・放射能の総量は変わらず「二次廃棄物」の総量

は 2.900m3 で、ドロドロの汚泥「スラリー２種類」

が生まれ、更に「使用済吸着材５種類」生まれる。

・しかも「敷地境界線量南エリア」では HIC（High

Integrity Container）由来の放射線量が高まるのだ！

・既報 No259・同 261 の東電交渉で取り上げた
「スラリー安定化処理設備に関する審査上の論点」

（2022.9.12）の４点が ALPS が運転状況の実態を
明らかにしている。「ALPS を運転した場合」に
はリスクが急激に高まるのだ！

・（資料４）の「第２回原子力施設監視…」

（2013.1.24）に東電が「多核種除去設備の運転開
始にあたっての安全性評価」を出しているが「試

験運転」のままで使用しているだけなのだ！

「ＡＬＰS多核種除去設備」について
Q&Aで答える！ 〔その１〕

Q ～ ALPSは英語名（Advanced Liquid Processing System）の頭文字を取ってアルプスと言う
そうで‥「ALPS多核種除去設備」に疑問を持ったのはいつだったのか？

（資料２）多核種除去設備の運転に対する評価について

（資料３）ALPS運転の有無で管理する放射能の性状変化

（資料４）東電の「…安全性評価」は出しているが？
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A～原発の設備の使用や
性能について原子力規制

委員会が検査の修了証を

発行して本格運転に入

る。

・前頁の（資料２）「本格

運転の実施について」の

中にホット試験（放射性物

質を用いて行う試験）の結

果を確認し、本格運転を

開始するとある。

その後の経過が分から

ないままである。

とにかく「ALPS多核種

除去設備」の情報が少な

過ぎるのだ！

・ところが東電の資料の

中に（資料５）「ALPS の基
本情報」があった。

それを見ると…。

・「既設 ALPS」は 2013 年
３月供用開始、 250m3 ／

日、３系列有ると言う。

・「増設 ALPS」は 2014 年
９月供用開始、 250m3 ／

日、３系列あると言う。

・「高性能 ALPS」は 2014
年 10 月供用開始、500m3

／日あるのだが「同 ALPS
はストロンチウム 90 の除
去性能持続時間が短かい

ことを確認」とあり「運

転不能」のように思われ

る。この「基本情報」は、

たかだか１頁のみだから

中身は知れている！

・ 2013 年９月にニュース
（注２）には「アレバ、キャ

リオンの装置は今やバック

アップ用」とあり「急ごしらえのシステムは稼働

時からトラブルの連続、運転開始初日から数時間

後に不具合で停止し、その

後、何度も運転を中止した。

運転開始後の稼働率は 53
％にとどまった」とある。

更 に 日 経 新 聞 電 子 版

（ 2012.11.29）の記事には当

時の様子を「汚染水には溶

けた核燃料に津波の海水が

混じり錆、油、魚まで浮い

ていた」と描写し「様々な

障害物が本来のセシウム除

去という目的を邪魔してし

まうようだ」とある。

（資料６）の東電の施設

を見ても“複雑怪奇”その

まま現状にある。親骨性と

言われるストロンチウム 90
と汚泥の放射性廃棄物をそ

れを吸収する吸着剤の山々

である。

（資料７）は当然である。

紙面にはないが「ALPS 多
核種除去設備の運転に伴

うリスク評価（ある行為に

より好ましくない結果が生

まれる）」には〔設計上の

配慮〕として「制御室は

多核種除去設備エリアよ

り約 900m 離れた位置に設
置」更には「運転操作に

係る業務従事者以外のも

のは不要に近づくなの標

識を設けること」とある。

（資料８）ように全面マス

クの重装備で作業してい

るのだ。グローブボックス

（外側から手を入れる密閉

容器）の作業が求めら

れているのだ。「ALPS 多核種除去設備」とは、
とんでもない施設なのである！

Q ～「ALPS多核種除去設備」この設備はそんなに問題があるのですか？

（資料５） 「ALPS基本情報」だという…中身は！

（資料６） 複雑怪奇なALPS多核種除去設備

（資料７）規制庁からは「ヤード全体を覆え」と指示

（資料８）コントロールタワーも放射線が強烈なのだ！
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10 月 25 日、第一原発で「ALPS 多核種除去設備」の配管を洗浄していた 20 ～ 40 代の 5 人の男性作
業員が防護服の上から汚染水を浴び入院したと東電は発表した。

同午前 10 時半過ぎ、５人が汚染水の処理施設
で、配管の内部洗浄を

行っていたところ放射

線物質を含む廃液タン

クに流すためのホース

が外れ、およそ 100 ㍉
リットル（後に数リット

ルに訂正された）の廃液

が周囲に飛び散った。

この際、作業員に廃液

がかかったが、何れも

防護服と全面マスクを

着用していて、放射性

物質を体の中に取り込まれる事は無かったと言

う。ただ、このうち 4 人は廃液が皮膚まで届き、
水で洗い流す対策を取ったが、うち 2 人は 9 時間
近くたっても放射能の値が一定

レベルまで下まわらなかったた

め、福島県立医科大学に搬送し

て除染を続けたと言う。医師の

診断の結果によると、放射線に

よる急性障害は見られなかった

とのことだ。しかし、詳しい被

ばく線量は今後確認するという

事である。とにかく、メディア

の報道は「処理水は安全であ

る！」を繰り返しているが、こ

れを読んだ県民、国民は「ALPS
多核種除去設備のメンテナンス

で配管洗浄の廃液を浴びただけ

でも入院するほどの危険な設備だったのか？」と、

当然疑問として湧いてくるはずだ。ここに、５年

前の 2018 年９月 29 日の地元紙「福島民友」（資料
10）の記事がある。そこには「保管の８割が基準

値超とある」更に「ALPS での汚染水処理は基準
値未満を目指すもの

ではなく、敷地境界

の空間放射線量が年

間 1 ミリシーベルト
未満となる事を優先

し稼働率を上げて運

用。このため、ヨウ

素 129 やルテニウム
106 などの放射性物
質が残り、特に運用

初期は ALPS の性能
が向上前で残留放射

性物質の濃度が高かった。東電は調査時点で 88
万 7 千トンあった処理水のうち、トリチウム以外
の放射性物質濃度が基準値を下回っているものは

13 万 7 千トンにとどまり、75
万トンが基準値を超過してい

るとして推定。うち 16 万 1 千
トンは基準の超過割合が 10 ～
100 倍、6 万 5 千トンは 100 倍
以上という」これが処理水の

実態である。汚染水を何千倍

にも薄めて海に流しているの

が実態なのだ！「汚染水」を

「処理水」と言い続けている。

溶けた核燃料デブリ 880 トンに
触れ、さらに海水に混ざった

錆、油、魚まで浮いていた状

態が 10 年以上溜まっていた
ことになる。これを処理水と言えるのか！ ALPS
多核種除去設備で再度除染する「二次処理」など

できるわけがない。このような状態の中で、労働

者は働いているのだ。

第一原発で作業員5人が
汚染水を浴び2人病院へ搬送！

（資料 9） ALPS多核種除去設備はメンテナンスでも危険が！

（資料 10） 処理水は 8 割方基準オーバー
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10 月６日の地方紙に 福島医大・坂井晃教授の「甲状腺がん患者の生体資料を用いたヒトゲノム研究

論文」が発表され、新聞報道された。

原発事故後、甲状腺がんの子どもが 358 人以上
（既報 261 号）も発症し経過観察中の患者が、何百

人もいると言われているのに、この研究結果で、

「甲状腺がん発症に放射線の影響なし」と新聞の

見出しが断言しているの

だ。現在甲状腺がん裁判

を闘っている弁護団長の

井戸謙一弁護士は、「こ

の研究から言えること

は、抹消血リンパ球の染

色体転座の数から、福島

で多発している小児甲状

腺がんの原因が原発事

故による被ばくである事実が証明できなかったと

言うだけであり、新聞報道内容は全くミスリード

です。そもそも甲状腺の内部被ばくが主たる原因

である甲状腺がんについて、少ないサンプルで、

末梢血リンパ球の異常

数を持って因果関係

を調べようとする考

え方自体が合理的で

ないと思われます。

被ばくとの因果関係

否定論者がその事実

を証明するために苦

慮している事が窺え

ます。報道機関の皆

さんは、研究者の発

表内容を鵜呑みにするの

ではなく、原著論文にあたって、その評価をして

下さい」と、コメントを出している。100 細胞の
サンプルを 3 つの群に分け①群小児甲状腺検査で
甲状腺がんと診断された患者、②群甲状腺がん以

外の甲状腺疾患患者、③群 20 ～ 24 歳の健常者、
の抹消血リンパ球を用いて染色体の円座を解析

し、その数を比較したところ・・・①と②の間に

有意性が認められた。 ①と③の間に有意性が認

められた。②と③の間に有意性は認められなかっ

たと言う。このデータを素直にみれば、甲状腺が

んは被曝の影響である可能性を強く示唆してい

る。新聞の見出しは大き

な役割を持っている。見

出し読みから福島原発事

故が過小評価され、「放

射能は正しく学べば怖く

ない」「事故は健康影響

を起こすほどではない」

などと「新たな原発安全

神話論」が喧伝され、

報道やイベントなどを通して様々な形で市民の間

に浸透し、被害者は声を上げにくくなっていく。

同調圧力という言葉がある「みんなが言ってい

るから」と自分の頭で考え、発言、行動すること

が出来なくなり大衆に

左右されてしまう。批

判されるのが不安で、

孤立する恐怖にとらわ

れるのだ。「汚染水は

どこの国の原発も流し

ているのに」「復興に

は食べて応援」コロナ

の感染拡大の時は「ワ

クチン接種やマスクの

着用は社会の為に」な

ど、無意識に同じ方向に

向けられて、異論を持つ人々は、自分の意見が言

えなくなってはいなかっただろうか。他から得ら

れる情報を鵜呑みにしていると考える事が面倒に

なってくる。考える事は、そこにある真実に気が

付く第一歩だ。思考回路を停止してはいけない。

そのことは未来の子供たちへのいま生きる大人の

責任だ。

甲状腺がん発症に
放射能の影響なしの圧力！ 千葉親子

（資料 11）「放射線影響なしと断言」？大丈夫か福島医大

（資料 12）因果関係が存在することは、優に確認できる
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今月２日から（資料13）のように伊豆半島の鳥

島近海を震源とする地震があり伊豆諸島と小

笠原諸島、高知県、千葉県、鹿児島県などで

広い範囲で津

波注意報が発

令てされてい

た。

津波の高さは

（資料14）の通

りで八丈島八

重山が 60 ㎝で
あったと言う。

気象庁は「普通

の地震ではない」

との認識を示し、

地震や規模を特定

できない理由とし

て「観測点が少な

すぎた点に加え地

震が発生する時に

出るＰ波（小さな縦揺れ）が発生し、その後、Ｓ

波（大きな横揺れ）を確認できなかった」とある。

この津波の発生は（資料15）にあるように①マ

グマの移動などの火山活動②それにより崩落など

の地殻変動③その後、津波が発生…と考えられる

と言う。専門家は「鳥島周辺に広がる海底火山の

活動が引き起こした可能性が高い」と主張してい

る。「東北でも起こりうるのか？」に対しては、

常に「地殻変動を自覚し注意が必要である」と言

っている！

2011 年３月 11 日から始まった第一原発事故と
その後の「廃炉・解体・廃屋関係工事」で出た金

属片類などが巷に流通していることが判明した。

それが（資料16）である。

この記事によると「特定復興再生拠点地区（復

興拠点）」とあり分かりにくい記事だ！

大熊駅から南東 500 ㍍地点の「同図書館・
民俗伝承館」の解体工事現場の事である。

今年４～ 6 月にかけて土木会社の従業員が
放射線を測定せず、鉄くずや金属魂を数回に

渡って搬出、売却していたと言うのだ！それ

は盗難そのものではないか？これを受け環境

省の有識者会議が会議を持ち、同類の有無を

調べたと言う。この事例‥氷山の一角ではな

いのか？復興拠点（浪江町・大熊町・双葉町・

富岡町）から金属類が大量に巷に出回ってい

る可能性がある！「鍋・釜…あらゆる金属類

も注意が必要」の事例かも知れない！

地震の揺れがないのに
“津波発生”の原因とは？

（資料13）黄色い部分が津波注意発令

（資料14） 最大は 60mだった

（資料15） マグマの地震活動と地殻変動

帰還艱難区域（復興拠点）から

盗難にあった金属類が多量に

出回っているのではないか？

（資料16） 大熊町復興拠点から鉄くず横流し‥とは？

出典 文献
・（資料１）編集部・（資料２～３）第５回特定原子力施設監視・評

価検討会・原子力規制庁「1-2」・（資料４～８）東京電力 HD
・（資料９）2023.10.27 朝日・（資料 10）2018.9.29民友・（資料 11）
2023.10.6民友・（資料 12）第 7回口頭弁論原告代理人プレゼン資料
・（資料 13 ～ 15）NHK ニュース・（資料 16）河北新報 2023.10.17
・（注１）「東電刑事裁判 問われない責任と原発回帰」海渡雄一・

同大河原陽子弁護士編著より転載・（注２） j-CAST ニュース

2013.9.9 19時 6分


